
附属機関一覧 2023年4月1日現在

部 課

1 町田市長期計画審議会 町田市長期計画審議会条例
市長の諮問に応じ、町田市長期計画の策定に関し
必要な事項について調査、審議するため

学識経験者、市民団体等の代表 12人以内
答申をしたと
きまで

政策経営部 企画政策課 042-724-2103

2 町田市いじめ問題調査委員会
町田市教育委員会いじめ問題対策委員会及
び町田市いじめ問題調査委員会条例第1条

いじめによる重大事態の調査について、市長が必要
と認めるときに、教育委員会が行った調査結果の再
調査を行うため

学識経験者、法律、心理、福祉等に関する専門的な
知識を有する者等

5人以内
再調査を終
了するまで

政策経営部 企画政策課 042-724-2103

3 町田市外郭団体監理委員会 町田市外郭団体監理委員会条例
町田市の外郭団体へのかかわり方に関する基本的
な事項及び外郭団体の経営状況、事業実施状況等
について調査、審議するため

行政運営に関して識見を有する者その他の学識経
験を有する者

5人以内 2年 総務部 総務課 042-724-2108

4 町田市特別職報酬等及び政務
活動費審議会

町田市特別職報酬等及び政務活動費審議会
条例

市長の諮問に応じ、議員報酬等及び政務活動費の
額について審議するため

町田市の区域内の公共的団体等の代表者その他
住民

10人以内 2年 総務部 職員課 042-724-2199

5 非常勤職員等公務災害補償審
査会

町田市議会の議員その他非常勤の職員の公
務災害補償等に関する条例

公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の
方法、補償金額の決定その他補償の実施について
の不服申し立てについて審査するため

学識経験を有する者 3人

3年（補欠の
委員は前任
者の残任期
間）

総務部 職員課 042-724-2153

6 町田市退職手当審査会 町田市職員退職手当支給条例第21条
退職手当の支給制限等に対する処分についての調
査審議

学識経験を有する者、副市長、教育委員会教育長、
総務部長

5人以内

委嘱された
日から当該
事案に係る
審査結果を
答申した日
まで

総務部 職員課 042-724-2199

7 町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会

町田市情報公開・個人情報保護運営審議会
条例

情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ
円滑な運営を推進するため

市民、学識経験者 9人以内 2年 総務部 市政情報課 042-724-8407

8 町田市情報公開・個人情報保護
審査会

町田市個人情報保護審査会条例

町田市情報公開条例第14条第2項、個人情報の保
護に関する法律第105条第3項において準用する同
条第1項及び町田市議会の個人情報の保護に関す
る条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請
求について調査審議するため

学識経験者 5人以内 2年 総務部 市政情報課 042-724-8407

9 町田市行政不服審査会 町田市行政不服審査会条例

行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき行政
不服審査法の規定によりその権限に属させられた
事項(町田市情報公開・個人情報保護審査会条例の
規定に基づき設置された町田市情報公開・個人情
報保護審査会が調査審議する事項を除く。)を処理
するため

審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をす
ることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた
識見を有する者

3人以内 2年 総務部 法制課 042-724-2506

10 町田市防災会議
災害対策基本法第16条第6項、町田市防災
会議条例

町田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推
進するため
市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する
重要事項を審議するため

市議会議員、都の職員、市の職員、市の教育委員
会教育長、警視庁の警察官、東京消防庁の消防吏
員、陸上自衛隊の隊員、市の消防団長、指定公共
機関又は指定地方公共機関の役員又は職員、町内
会長及び自治会長、自主防災組織を構成する者又
は学識経験者、市長が特に必要と認める者

40人以内 2年 防災安全部 防災課 042-724-3218

11 町田市国民保護協議会
武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律第40条第8項、町田市国
民保護協議会条例

市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関
し広く住民の意見を求め、町田市の国民の保護のた
めの措置に関する施策を総合定期に推進するため

当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の
職員、自衛隊に所属する者（任命に当たって防衛大
臣の同意を得た者に限る。）、当該市町村の属する
都道府県の職員、当該市町村の副市町村長、当該
市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の
区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員
（消防本部を置かない市町村にあっては、消防団
長）、当該市町村の職員（前二つに掲げる者を除
く。）、当該市町村の区域において業務を行う指定公
共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員、国
民の保護のための措置に関し知識又は経験を有す
る者

30人以内 2年 防災安全部 防災課 042-724-3218

12 町田市交通安全推進協議会 町田市交通安全推進協議会設置条例
町田市における交通道徳の高揚と交通安全運動の
推進並びに交通環境の整備及び交通事故防止のた
め

市内の各官公庁・民間団体の代表及び学識経験者 25名以内 2年 防災安全部 市民生活安全課 042-724-4003

13 町田市立博物館運営委員会
町田市立博物館条例第7条・町田市立博物館
条例施行規則第4条

市長の諮問に応じ、博物館の適正な運営を図るた
め、必要な事項を審議するため

館長及び学識経験を有する者 10人以内 2年
文化スポーツ振
興部

文化振興課博物
館

042-726-1531

14 町田市スポーツ推進審議会
スポーツ基本法第31条、町田市スポーツ推進
審議会条例

地方スポーツ推進計画等のスポーツの推進に関す
る重要な事項について調査審議するため

学識経験者、スポーツ団体の代表、経済関係団体
の代表、保健医療関係団体の代表、市民、町田市
立公立中学校長会の代表

11人以内 2年
文化スポーツ振
興部

スポーツ振興課 042-724-4036

15 町田市立国際版画美術館運営
協議会

町田市立国際版画美術館条例 版画美術館の適正な運営を図るため
学識経験を有する者、社会教育の関係者、学校教
育の関係者、文化活動団体の代表

8人 2年
文化スポーツ振
興部

国際版画美術館 042-726-2771

16 町田市民生委員推薦会 民生委員法第8条 民生委員・児童委員の適格者を推薦するため
元民生委員、市議会議員、社会福祉関係団体の代
表、地域活動団体の代表

10人以内 3年 地域福祉部 福祉総務課 042-724-2537

17 町田市福祉のまちづくり推進協
議会

町田市福祉のまちづくり総合推進条例第49条
福祉のまちづくりの総合的な推進に関し必要な事項
について調査審議するため

事業者、町田市民、学識経験者、関係行政機関の
職員

25名以内 2年 地域福祉部 福祉総務課 042-724-2133

18 町田市地域福祉計画審議会 町田市地域福祉計画審議会条例
地域福祉計画の策定に関し必要な事項について調
査、審議するため

学識経験者、市内公共団体の代表、市内福祉関連
事業者の代表

15人以内
答申するま
で

地域福祉部 福祉総務課 042-724-2133

19 町田市障がい者施策推進協議
会

町田市障がい者施策推進協議会条例
障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進
について必要な事項を調査審議するため

学識経験者、保健医療関係団体の代表、福祉関係
団体の代表、経済関係団体の代表、教育関係団体
の代表、関係行政機関の職員

20人以内 3年 地域福祉部 障がい福祉課 042-724-2147

20 町田市障害支援区分認定審査
会

町田市障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律の施行に関する
条例

障がい者等の障害支援区分に関する審査判定業務
を行うため

障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有す
る者

25人以内 2年 地域福祉部 障がい福祉課 042-724-3089
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21 町田市介護保険事業計画・高齢
者福祉計画審議会

町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画
審議会条例

町田市における市町村老人福祉計画及び市町村介
護保険事業計画の策定に資するため。

学識経験を有する者、保健医療関連団体の代表、
福祉関係団体の代表、地域関係団体の代表、公募
による市民

16名以内 3年 いきいき生活部 いきいき総務課 042-724-2916

22 町田市国民健康保険運営協議
会

国民健康保険法第十一条、国民健康保険法
施行令第三条及び第四条、町田市国民健康
保険条例第二条及び第三条、町田市国民健
康保険運営協議会規則

国民健康保険事業運営に関する重要事項を審議す
るため

被保険者代表・保険医又は保険薬剤師代表・公益
代表

12人 3年 いきいき生活部 保険年金課 042-724-4027

23 町田市介護保険苦情相談調整
会議

町田市介護保険条例第8条 本人等からの介護保険に係る相談に対応するため 学識経験者、民生委員、事業所等の代表 5人以内 2年 いきいき生活部 介護保険課 042-724-4366

24 町田市介護認定審査会
介護保険法第14条、町田市介護保険条例第
5条

審査判定業務を行わせるため 学識経験者 150人以内 3年 いきいき生活部 介護保険課 042-724-4365

25 町田市保健所運営協議会 町田市保健所条例第7～11条
地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議さ
せるため

学識経験者、市民団体代表、保健医療関係団体、
関係行政機関

15人以内 2年 保健所 保健総務課 042-724-4241

26 町田市感染症の診査に関する
協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第24条
町田市感染症の診査に関する協議会条例

感染症法の規定による通知、勧告、措置についての
審議をするため
感染症法の規定による申請に基づく費用負担に関
する審議をするため　等

・感染症指定医療機関の医師
・感染症の患者の医療に関する学識経験者
・法律またはその他に関する学識経験者

20人以内 2年 保健所 保健予防課 042-725-5422

27 町田市大気汚染障がい者認定
審査会

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費
の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第
117号)第5条第1項

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成
に関する条例(昭和４７年東京都条例第１１７号)第５
条第１項の規定に基づき、大気汚染の影響を受ける
と推定される疾病の認定に関する事項を調査、審議
するため

医学に関し学識経験を有する者 10人以内 2年 保健所 保健予防課 042-725-5422

28 町田市子ども・子育て会議
子ども・子育て支援法第72条、町田市子ども・
子育て会議条例

子ども・子育て支援法第72条第1項に規定する合議
制の機関として設置

子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者、子
ども・子育て支援を実施する事業者の代表、子ども・
子育て支援に関する事業に従事する者の代表、保
健医療関係団体の代表、経済関係団体の代表、公
募による保護者で市内に住所を有するもの、子ども・
子育て支援に関係する者のうち市長が適当と認める
者

20人以内 2年間 子ども生活部 子ども総務課 042-724-2876

29 町田市環境審議会 町田市環境審議会条例
町田市の環境の保全に関して、基本的事項を調査
審議するため

学識経験者、市民、事業者 15人以内 2年 環境資源部 環境政策課 042-724-4386

30 町田市廃棄物減量等推進審議
会

町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関
する条例　第9条

一般廃棄物の減量、処理及び再利用の促進等に関
する事項を審議するため

市民、事業者、学識経験者 20人以内 2年 環境資源部 環境政策課 042-724-4379

31 町田市都市計画審議会
都市計画法第77条の2、町田市都市計画審
議会条例

都市計画法の権限に属させられた事項を調査審議
させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事
項を調査審議させるため

学識経験者、町田市議会議員、関係行政機関の職
員、町田市の住民

20人以内 2年 都市づくり部 都市政策課 042-724-4247

32 町田市建築審査会 建築基準法第78条
建築基準法に定める特定行政庁の許可等に対する
同意及び審査請求に対する裁決並びに同法の施行
に関する重要事項の調査審議を行うため

学識経験者 5名 2年 都市づくり部 都市政策課 042-724-4247

33 町田市住居表示整備審議会 町田市住居表示整備審議会条例
住居表示に関する法律に基づく町田市の住居表示
の整備を図るため

住居表示に関し学識経験を有する者、町田市議会
の議員、市を管轄する警察署の代表、市を管轄する
消防署の代表、日本郵便株式会社の代表、東京法
務局の代表

10人以内 1年 都市づくり部 土地利用調整課 042-724-4254

34 町田市建築紛争調停委員会
町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の
予防と調整に関する条例

中高層建築物及び特定用途建築物の建築に係る計
画の事前公開並びに紛争のあっせん及び調停に関
し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係
を保持し、もって地域における健全な生活環境及び
居住環境の維持及び向上に資することを目的とす
る。

法律、建築又は環境等の分野に関し、優れた知識
及び経験を有する者

6人以内 2年 都市づくり部 土地利用調整課 042-724-4256

35 町田市街づくり審査会 町田市住みよい街づくり条例 街づくりの総合的な推進に資するため。
学識経験のある者
街づくりに関する団体の代表
公募による市民

10人以内 2年 都市づくり部 地区街づくり課 042-724-4267

36 町田市景観審議会 町田市景観条例
良好な景観形成に関する重要事項を調査審議する
ため

学識経験者
市内関係団体の代表
市民のうちから公募したもの

13人以内 2年 都市づくり部 地区街づくり課 042-724-4267

37 町田都市計画事業鶴川駅南土
地区画整理審議会

土地区画整理法第56条、57条及び58条
町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事
業施行に関する条例

土地区画整理法第56条に基づき、鶴川駅南土地区
画整理事業における換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事項について同法に定
める権限を行うため

学識経験者、宅地の所有者及び宅地について借地
権を有する者

10人 5年 都市づくり部 地区街づくり課 042-724-4214

38 町田都市計画事業鶴川駅南土
地区画整理評価員

土地区画整理法第65条
町田都市計画事業鶴川駅南土地区画整理事
業施行に関する条例施行規則

鶴川駅南土地区画整理事業における土地又は建築
物の評価を行うため

土地又は建築物の評価について経験を有する者 3人 規定なし 都市づくり部 地区街づくり課 042-724-4214

39 町田市特定空家等対策審議会
町田市空家等の発生の予防、適切な管理及
び活用の促進に関する条例

特定空家等に対する措置を適切に行うため 学識経験者その他市長が必要と認める者 5人以内 2年 都市づくり部 住宅課 042-724-4269

40 町田市下水道事業審議会 町田市下水道事業審議会条例
下水道事業の円滑な運営に資するため、下水道事
業の計画及び運営に関する事項について調査、審
議するため

学識経験者、関係外部団体の代表、公募市民 １０人以内 ２年 下水道部
下水道経営総務
課

042-724-4287
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部 課
任期

事務局
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番
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機関名称 設置根拠 設置目的 委員構成 委員定数

41 町田市学校給食問題協議会
町田市学校給食問題協議会の設置に関する
条例

学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)に定
めるものをいう。以下同じ第4条の規定に基づき町田
市が実施する同法第3条第1項に規定する学校給食
(以下「学校給食」という。)の充実に資するため

学識経験を有する者１人、保健医療関係者1人、消
費者団体の代表1人、町田市立学校の児童又は生
徒の保護者4人以内、町田市公立小学校長会又は
町田市立中学校長会の代表2人以内、町田市立学
校の教員（学校長を除く）2人以内、栄養士又は調理
員2人以内

13人以内 2人以内 学校教育部 保健給食課 042-724-2177

42 町田市教育委員会いじめ問題
対策委員会

町田市教育委員会いじめ問題対策委員会及
びいじめ問題調査委員会条例

いじめの防止等（いじめの未然防止、いじめの早期
発見及びいじめへの対処をいう。）の対策の推進に
ついて調査、審議するため

学識経験者、法律、心理、福祉等に関する専門的な
知識を有する者等

5人以内 2年 学校教育部 指導課 042-724-2154

43 町田市社会教育委員
社会教育法第15条～18条、町田市社会教育
委員の設置に関する条例

社会教育に関する諸計画の立案や、調査研究を行
い、社会教育に関して教育委員会に助言をするため

学識経験者、学校教育の関係者、社会教育の関係
者、家庭教育の向上に資する活動を行う者

8人以内 2年 生涯学習部 生涯学習総務課 042-724-2181

44 町田市生涯学習審議会 町田市生涯学習審議会条例
教育委員会の諮問に応じ、社会教育に関する基本
方針の立案や施策及び事業の評価等を行うため

社会教育委員、生涯学習又は社会教育に関する関
係機関の代表、公募による市民

15人以内 2年 生涯学習部 生涯学習総務課 042-724-2181

45 町田市文化財保護審議会 町田市文化財保護条例48条～57条
文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審
議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建
議するため

学識経験者 10人以内 2年 生涯学習部 生涯学習総務課 042-724-2554

46 町田市立図書館協議会
図書館法第14条、町田市立図書館協議会条
例、町田市立図書館協議会運営規則

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、
図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見
を述べるため

学識経験を有する者、学校教育の関係者、社会教
育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う
者

10人以内 2年 生涯学習部 図書館 042-728-8220

47 町田市民文学館運営協議会 町田市民文学館条例第20条
文学館の運営に関する基本的な事項について協議
するため

市民、学識経験を有する者、学校教育及び社会教
育の関係者

12人以内 2年 生涯学習部 図書館 042-739-3420
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